
第４次静岡県地球温暖化対策実行計画案（概要）

◎脱炭素社会の実現に向けた道筋

・地球温暖化対策推進法第 21 条及び静岡県地球温暖化防止条例第 8条に基づく計画

・静岡県総合計画を環境の面から補完する「静岡県環境基本計画」の個別計画

・計画期間：2022～2030 年度（９年間）

・基準年度：2013 年度（国の計画との整合）

・2018年度の県内温室効果ガス排出量（速報値）は基準年度（2005年度）と比べ18.2％減少
※新たな基準年度（2013年度) と比べ13.0％減少

・2021 年度の 21％削減目標に向け、着実に推進
・各部門の削減の促進と、増加傾向にある代替フロン対策を推進する必要

＜地球温暖化の現状と影響＞
＜地球温暖化に対する世界の動き＞
・IPCCの将来予測 ・SDGｓの採択 ・パリ協定の発効
・産業界における脱炭素に向けた動き

＜日本の動向＞
・2050 年カーボンニュートラル宣言 ・グリーン成長戦略の策定
・地球温暖化対策推進法の改正 ・地域脱炭素ロードマップの策定
・エネルギー基本計画の改定 ・地球温暖化対策計画の改定

＜本県の状況＞
・知事が 2050 年脱炭素社会の実現を目指す旨を表明（2021.2.25）
・県内 14市がゼロカーボンシティを表明（2022.1.31 現在）
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産業・業務部門

自動車の環境負荷低減

住宅の省エネ化（ZEHの推進等）

建築物の省エネ化（ZEB の推進等）

地域と共生した再生可能エネルギー導入への支援（富士山静岡空港、港湾関連施設等）

ライフスタイルの転換に向けた意識向上

フロン等その他温室効果ガスの削減

森林吸収源の確保

脱炭素経営への転換支援

運輸部門

家庭部門

水素エネルギーの活用促進

環境、エネルギー関連産業の振興

新技術等の研究開発の支援（次世代自動車、ＣＮＦ等）

ZEB（Net Zero Energy Building）/ZEH（Net Zero Energy House）：大幅な省エネと、再生可能エネルギーでエネルギー消費量をゼロとすることを目指したビル、住宅

５ 取組の内容（重点施策・施策体系）４ 計画の目標

１ 計画の位置付け

３ 本県の地球温暖化対策の現状と課題

２ 計画策定の背景

① 徹底した省エネルギー対策等の推進

② 再生可能エネルギー等の導入 ④ 吸収源対策の推進

③ 技術革新の推進

◎長期目標：2050 年脱炭素社会の実現
・ライフスタイルや産業構造の変革、技術革新の推進等に

より、2050年脱炭素社会の実現を目指す

◎脱炭素社会を実現した静岡県の将来の姿
・脱炭素の道筋に基づいて将来の社会の姿を具体的に描く

◎2030年度温室効果ガス

削減目標

2013 年度比

46.6％削減

循環型社会の形成

環境教育の推進

自立分散型エネルギーシステムの構築

高効率機器・設備の導入などの省エネの推進

脱炭素型のまちづくり

地域交通の脱炭素化

物流における省エネの推進

森林資源の循環利用の促進

緑化の推進、ブルーカーボン等その他の吸収源対策

分野横断的取組

その他の取組

重点施策１：中小企業等脱炭素化推進支援プロジェクト

重点施策３：脱炭素型ライフスタイルへの転換

重点施策２：建築物・住宅の省エネ化の推進

重点施策４：再生可能エネルギー等の導入拡大


